
三種町鹿渡字東二本柳31番地（鹿渡駅前）
電話 0185ー87ー4343　FAX 0185ー88ー8838
Mail●shihoukunitsuka@iaa.itkeeper.ne.jp
URL ●https://shihoukunitsuka.com　

國柄進一事務所司法書士 
行政書士

ご相談
お問い
合わせ

ご自宅までお伺いします。 お気軽にご相談下さい。

●相続の手続き、遺言書　●会社設立、役員変更、解散、清算
●抵当権の設定、抹消　　●不動産の売買、贈与

令和６年４月より相続登記が義務化されました

広告

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
に
加

え
、
事
業
用
の
償
却
資
産
も
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

償
却
資
産
を
１
月
１
日
時
点
で
所
有

し
て
い
る
方
は
、
町
に
申
告
が
必
要
で

す
。

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

⚫
申
告
期
限　
２
月
２
日

⚫
電
子
申
告　
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
か
ら
電
子
申
告

が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

令
和
７
年
度「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

に
、
中
学
生
３
人
が
入
選
し
ま
し
た
。

⚫
秋
田
県
総
務
部
税
務
課
長
賞

　

牧
野　

來ら
い

河が

さ
ん
（
琴
丘
中
１
年
）

⚫
能
代
税
務
署
長
賞

　

藤
原　

夢ゆ

和わ

さ
ん
（
山
本
中
２
年
）

　

信
太　

愛あ
い

瑠る

さ
ん
（
八
竜
中
３
年
）

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）

申
告
の
ご
案
内

「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

中
学
生
入
選
者

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者

へ
、
確
定
申
告
で
使
用
す
る
医
療
費
通

知
を
発
行
し
ま
す
。

⚫
令
和
７
年
分
の
発
送
予
定
日

　

�

第
１
回　

１
月
16
日
発
送

（
１
月
～
10
月
受
診
分
）

　

�

第
２
回　

２
月
25
日
発
送

（
11
月
～
12
月
受
診
分
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
１
８ｰ

８
５
３ｰ

７
１
５
５

　

土
壌
消
毒
補
助
金
の
申
請
期
限
が
近

づ
い
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
は
、

お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

⚫
対　
象　
土
壌
セ
ン
チ
ュ
ウ
駆
除
剤

⚫
補
助
率　
薬
剤
購
入
費
の
５
分
の
１

⚫
申
請
期
限　
１
月
30
日

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
補
助
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

◆
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
農
林
課　
農
政
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
２
６

後
期
高
齢
者
医
療
費

通
知
の
お
知
ら
せ

土
壌
消
毒
補
助
金

申
請
期
限
の
お
知
ら
せ

納
期
限
の
お
知
ら
せ

◎
国
民
健
康
保
険
税
（
５
期
）

　
２
月
２
日（
月
）が

納
期
限
で
す

　
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
に
は
、
口
座

振
替
が
お
す
す
め
で
す
。

　
そ
の
他
、
役
場
各
納
付
窓
口
、

地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
対
応
の

金
融
機
関
、
Ｊ
Ａ
、
期
限
内
で
あ

れ
ば
郵
便
局
や
コ
ン
ビ
ニ
も
ご
利

用
で
き
る
ほ
か
、
ス
マ
ホ
決
済

（PayPay

な
ど
）
に
よ
る
納
付

が
で
き
ま
す
。

▲牧野　來河さん▲藤原　夢和さん▲信太　愛瑠さん

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
収
納
対
策
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
２
９

▲�固定資産税（償却資産）
　申告のご案内（町ＨＰ）

▲�地方税ポータルサイト

◆
申
告
・
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
賦
課
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
２
８

広報 みたね
mitane town
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